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令和 7 年度 嬬恋村グランドデザイン策定業務 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 趣旨 

嬬恋村では、人口減少、公共施設の老朽化、住民ニーズの多様化に対応するため、持続可能な

地域づくりを進めるため、村全体の将来像や公共施設の再編方針を示す「嬬恋村グランドデザイ

ン」を策定することとしている。この業務では、嬬恋村鎌原～田代までの嬬恋バイパス約１２km

が新たに整備区間に指定されるなど交通流動が大きく変化することを踏まえ、地域拠点や施設の

整備計画を検討し、村の発展に寄与する持続的なビジョンを作成する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

令和７年度 嬬恋村グランドデザイン策定業務委託 

（２）業務内容等 

別添「仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

（４）業務上限額 

金 ７，６００千円（税込） 

 

３ 参加資格要件等 

このプロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たしている法人とする。 

（１）嬬恋村入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、下記の業者種別のすべてに

登録がある群馬県内に本社、支社または営業所を有する事業者であること。 

業者種別 業種 認定部門 

建設コンサルタント 
土木関係建設コンサル

タント業務 

道路もしくは都市計画および地

方計画 

（２）過去 3年間（令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31日）に同種業務、同類業務の実績

がある者。 

[1] 同種業務:幹線道路周辺における土地利用計画、開発計画、グランドデザイン

策定業務 

[2] 類似業務:地方都市、または郊外エリアにおける大規模な拠点開発、産業団地

整備、都市再生等の基本計画またはマスタープラン策定業務 

（３）事業を実施するにあたっての業務責任者においては、同種業務、同類業務の実績が

ある者とし、以下の要件を満たさない場合は、技術提案書の提出者として選定されな

い。 

・技術士(総合技術監理部門-建設) 

・技術士(建設部門) 

・RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者 
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・土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、1級) 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1 項に規定する不

正又は不誠実な行為を行っていない者。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく更生手続きまたは民事再生手続き開始の申立てがなされていない者で

あること。 

（６）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または法人であってその役員

が暴力団員でないこと。 

（８）直近１年間の国税・地方税の滞納がない者であること。 

 

４ 参加に係る必要書類の提出 

「３ 参加資格要件等」を満たし、本手続に参加する場合、次の必要書類を日本語で記載し

て提出すること。 

（１）提出書類 

名称 様式及び添付書類等 提出部数 

①参加申込書 
■様式第１号 

・参加申込書には代表者印を押印すること。  
１部 

②会社概要書 
■様式第２号 

・提出日現在で記入すること。 
１部 

③業務実績書 

■様式第３号 

・同種業務、類似業務の受託実績（５件以内）を記入する

こと。 

１部 

④提案書 

■提案書（任意様式） 

・「評価基準（別紙１）」を確認して、提案趣旨やアピール

したいポイントなどを簡潔に解りやすく記述すること。 

・用紙はＡ４版、横書き、文字の大きさは１１ポイント以

上とすること。 

・表紙を除いて２０ページ以内で両面印刷とすること。 

正本１部 

副本１５部 

⑤業務実施体制書 

■様式第４号 

・契約締結後における業務の実施体制（担当者等の氏名、

経験及び担当する業務）について記述すること。 

１部 

⑥業務工程表 

■任意様式（１枚） 

・スケジュール及び嬬恋村と事業者の役割、分担等を明記

すること。 

１部 

⑦見積書 
■任意様式 

・見積書には、消費税及び地方消費税を含むこと。 
１部 

（２）提出部数 



3 

各１部（④提案書は正本１部、副本１５部）及びＰＤＦデータ 

（３）提出期限 

令和７年１２月８日（月）午後５時まで（郵送の場合は必着）。 

（４）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで（土日、祝日を除く） 

（５）提出方法 

〒377-1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前 110番地 

嬬恋村未来創造課へ持参又は郵送にて提出すること。 

郵送の場合は、書類到着の確認を電話で行うこと。 

５ 質問の受付および回答 

（１）提出期間 

公募開始の日から令和７年１１月１４日（金）午後５時まで 

（２）提出方法 

質問書（様式第５号）により電子メールにて提出すること。 

メールアドレス miraisozo@vill.tsumagoi.gunma.jp 

（３）回答方法 

令和７年１１月２１日（金）までに嬬恋村ホームページに掲載する。 

（４）留意事項 

本要項及び仕様書の内容以外に対する質問には回答しない。 

 

６ 選考方法 

（１）優先交渉権者の選考 

優先交渉権者の選考にあたっては、「評価基準（別紙１）」に基づき提案された内容を

審査し、評価項目及び評価内容の合計で最も高い者を優先交渉権者として選考する。また、

次点交渉権者も選考する。 

（２）審査 

審査は非公開とし、書類と事業者プレゼンテーションによる審査を実施する。 

事業者プレゼンテーション審査を、次のとおり実施する。 

ア 日時等 

令和７年１２月１７日（水）（時間・会場等の詳細は、別途通知） 

イ 応募事業者の出席者 

３名以内 

ウ 実施方法 

（ア）提案内容のプレゼンテーション及び補足説明（概ね２０分以内） 

プロジェクター及びスクリーンは、嬬恋村で準備する。パソコン等の機器は

持参すること。プレゼンテーションは、提出した④提案書を用い、その表記順

に行うこと。 

（イ）質疑応答（約１０分） 

 

（３）審査結果 
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審査を受けた各事業者に対し、令和７年１２月１９日（金）までに文書又は電子メール

にて審査結果を通知する。また、審査結果（優先交渉権者及び次点交渉権者は、その名称・

得点）を嬬恋村ホームページに掲載する。 

なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

（４）優先交渉権者との協議 

優先交渉権者は、嬬恋村と仕様並びに価格等について協議を行い、嬬恋村の決定を受け

ることにより受注事業者となる（提案書の内容は、協議の過程で変更・修正する場合があ

る）。ただし、優先交渉権者と協議が整わない場合、次点交渉権者と協議を行うものとす

る。 

また、参加申込者が１者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満

たすと認められる場合は、その事業者を交渉権者として選考し、同様の協議を行う。 

なお、協議における議事録は、交渉権者において作成することとし、これに伴う費用は

交渉権者の負担とする。 

７ 契約及び支払方法 

（１）受注事業者は、嬬恋村と契約を締結し、契約内容に基づいて受注業務を実施する。業務

発注の完了後、検査を経て請負費を受注事業者に支払うものとする。 

（２）受注事業者は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 

 

８ 参加事業者の失格 

参加事業者が次の事項に該当する場合は、失格とする。 

（１）本要項「３ 参加資格要件等」を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為や一連の公募手続を通じて著しく信義に反する行為があり、

村が失格と認めた場合 

（４）選考委員または担当職員に対して、直接または間接的に本プロポーザルに関し援助を求 

めた場合 

（５）契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

（６）プレゼンテーション審査に正当な理由なしに参加しなかった場合 

 

９ プロポーザルの中止  

やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと判断したときは、中

止する場合がある。その場合において、応募に関わる一切の経費は嬬恋村に請求できない。  

 

10 辞退  

参加申込後に辞退する場合には、速やかに参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

11 その他 

（１）提案等の応募に係る全ての経費は、参加事業者の負担とする。 

（２）嬬恋村は、提出された関係書類等は返却しない。 

（３）嬬恋村は、提出された関係書類等の機密保持には十分配慮する。 
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（４）嬬恋村は、提出された企画提案書等は当該審査以外に無断で使用しない。 

（５）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利となっている事業手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて参加事

業者が負うものとする。 

（６）業務内容は、採択された提案の内容を基本とするが、嬬恋村の指示のもと変更等を加え

る場合がある。 

 

12 スケジュール 

項  目 期  間 

①プロポーザル公募開始 令和７年１１月７日（金） 

②質問受付期間 公募開始～令和７年１１月１４日（金） 

③質問と回答の公表 令和７年１１月２１日（金） 

④参加に係る必要書類の提出期限 令和７年１２月８日（月） 

⑤プレゼンテーション審査 令和７年１２月１７日（水） 

⑥審査結果の通知発送 令和７年１２月１９日（金）まで 

⑦契約手続き 令和７年１２月下旬（予定） 

 

13 問合せ先及び各種書類の提出先 

嬬恋村未来創造課（担当：黒岩、土屋） 

〒377-1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110番地 

ＴＥＬ：0279-96-1257（直通） 

ＦＡＸ：0279-96-0516 

電子メールアドレス：miraisozo@vill.tsumagoi.gunma.jp 
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２．技術力・実施能力 (30点)

 １．提案内容の適切性 (40点)

評価項目及び評価内容

３．提案の創造性・革新性 (10点)

価格競争力 (15点)
提案金額が妥当であり、業務内容に見合った価格設定となっているか。コストパ
フォーマンスを重視し、予算内で実行可能な提案であるか。

構成・レイアウト・言葉の使い方 (5点)
提案書の構成が論理的であり、読みやすく整理されているか。ビジュアルや図表を活
用して、理解しやすい形式になっているか。
専門的な内容が適切な言葉で説明されており、関係者が理解できるように記述されて
いるか。

４．提案書の明確さと分かりやすさ (5点)

５．価格提案 (15点)

業務理解と課題認識 (15点)
提案者が「人口減少」「公共施設の老朽化」「住民ニーズの多様化」など、嬬恋村の
課題を十分に理解し、それに対する適切な解決策を提示しているか。

持続可能性と将来性 (10点)
提案が長期的な持続可能な地域づくりに寄与するか。提案の成果がどのように村の発
展に繋がるか、その持続可能性が考慮されているか。

業務実績 (15点)
類似業務の実績が十分であり、同様の地域や公共施設の再編業務に携わった経験があ
るか。過去の成功事例や成果を明示しているか。

実施体制と人員配置 (15点)
提案者が提示する実施体制が適切であり、専門的な知識を有する人材を配置している
か。

独自性と創造性 (10点)
提案内容に新しいアイデアが組み込まれており、他の提案と差別化されているか。地
域資源を活用した提案が含まれているか。
村の変化するニーズや状況に対して、柔軟に対応できる提案がなされているか。今後
の変更に対応できる柔軟性があるか。

１　評価の方法について
　①　下記の「評価項目及び評価内容」に基づき、審査員が下記項目を評価し、評価点を合計して審査員
　　の総合得点（各審査持点１００点）を算出し、総合得点が最も高い者を優先交渉権者として選考す
　　る。また、次に高い者を次点交渉権者として併せて選考する。
　②　評価点の合計が同点の場合は見積額が少ない者を優先交渉権者とする。

【別紙１】

２　評価項目及び評価内容について
　　　下記の評価項目及び評価内容に基づき採点する。

評　価　基　準

提案内容の具体性 (15点)
提案する計画やアクションプランが具体的で、実現可能性が高いか。地域拠点や施設
整備計画の詳細、交通流動の変化にどう対応するかなど、具体的な実行方法が示され
ているか。


